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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超高層用エレベーターに使用されるエレベーター巻上機をかご昇降路の最上階機械室に
揚重する揚重方法において、
　超高層用建物の最上階乗場に揚重ウィンチを設置する工程と、
　前記揚重ウィンチから引き出され又は巻き取られる減速ロープを、前記かご昇降路内の
側面に設置された方向転換金車を介して、揚重梁に吊り下げられた定滑車と前記エレベー
ター巻上機と連動して昇降する動滑車との間で巻き回して減速ローピングを形成する工程
と、
　前記動滑車と揚重すべき前記エレベーター巻上機とを長さ方向に分離可能な懸垂ロープ
で連結する工程と、
　前記エレベーター巻上機を仮保持する分割可能な仮保持ロープを前記かご昇降路の頂部
から垂下する工程と、
　前記揚重ウィンチを駆動させて前記懸垂ロープによって前記エレベーター巻上機を中間
階まで揚重する工程と、
　前記中間階で前記エレベーター巻上機を前記懸垂ロープから下側の第１の仮保持ロープ
に吊り替える工程と、
　前記第１の仮保持ロープへの吊り替えの状態で前記懸垂ロープのうち下側の第１の懸垂
ロープを分離し、前記第１の懸垂ロープの上側の第２の懸垂ロープに前記エレベーター巻
上機を連結して前記エレベーター巻上機を吊り戻す工程と、
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　前記エレベーター巻上機を吊り戻した後、前記第１の仮保持ロープを取り外し、前記揚
重ウィンチを駆動させて前記懸垂ロープによって前記中間階よりも上の次の中間階まで揚
重する工程と、
　前記次の中間階で前記エレベーター巻上機を前記第１の懸垂ロープから前記第１の仮保
持ロープの上側の第２の仮保持ロープに吊り替える工程と、
　前記第２の仮保持ロープへの吊り替えの状態で前記第２の懸垂ロープを分離し、前記減
速ロープ側に前記エレベーター巻上機を連結して前記エレベーター巻上機を吊り戻す工程
と、
　前記減速ロープ側に前記エレベーター巻上機を吊り戻した後、再度前記揚重ウィンチを
駆動させて前記エレベーター巻上機を前記機械室まで揚重する工程と、
を備えたことを特徴とする超高層用エレベーターの巻上機揚重方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　牽引力とロープ巻き取り量の規定された前記揚重ウィンチを使用する場合、前記牽引力
の不足に対して前記減速ローピングで対応し、当該減速ローピングに伴って前記ロープ巻
き取り量による揚程不足に対して前記分離可能な懸垂ロープを直列接続して対応すること
を特徴とする超高層用エレベーターの巻上機揚重方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超高層建物において、揚重能力の小さな廉価な汎用揚重機を使用して、エレベ
ーター巻上機のような重量物を高高位置まで揚重する揚重方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年建築物の超高層化に伴いエレベーターの超高速化・大型化が進んでおり、これに比
例してエレベーターを駆動する巻上機も超大型化・超重量化してきている傾向がある。特
に、国外では１００階建て以上の建物が数多く建設計画されこの傾向が顕著である。
【０００３】
　このような超高層建築物に設置するエレベーターの巻上機は最上階の機械室に設置する
必要があるため、超重量物の巻上機を如何にして最上階機械室まで揚重するかが大きな課
題となっている。
【０００４】
　もっとも、揚重能力の大きい建築用タワークレーンを使用することが可能であれば、こ
のタワークレーンで、巻上機を揚重できるが、特に国外ではタワークレーンの能力が低い
場合や、タワークレーン設置時期に工期が合致せずにタワークレーンを使用した巻上機の
揚重ができない場合が多い。
【０００５】
　さらに国内でも、既設ビルの超高層エレベーターの入れ替え工事などでは、タワークレ
ーンが設置できないため、タワークレーンによる揚重は不可能であった。
【０００６】
　ここで、一般的なエレベーターの巻上機の揚重方法に関する従来技術としては、例えば
特許文献１によれば、ウィンチからのウィンチロープを滑車を介して巻き回し、このウィ
ンチロープを巻上機に装着した玉掛けワイヤに係合させ、ウィンチを駆動させることで、
昇降路頂部の機械室へ向けて巻上機を揚重する方法が提案されている。
【０００７】
　また、重量物を揚重する従来技術として、例えば特許文献２によれば、揚重能力を増加
させるため、一定位置に吊持される定滑車と、揚重すべき重量物と同期して昇降する動滑
車とを設けて、２対１ローピングとして揚重する方法が従来から提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００８】
【特許文献１】特開平０８－１６５０７３号公報
【特許文献２】特開２００３－２４７３５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　一般に市販されている汎用揚重機（ウィンチ）は、牽引ロープを巻き取る巻き取りドラ
ムの大きさに限界があり、巻き取りドラムの径を大きくすれば巻き取れるロープの長さ（
揚程）は大きくなるが、牽引力は減少する。この揚程と牽引力の双方を満たすためには、
ウィンチ本体も大型になり重量も増してしまう。
【００１０】
　一般市販されている汎用ウィンチの能力は牽引力２～５ｔｏｎ、ロープの巻き取り量（
揚程）は２００ｍが限度である。この能力では、１：１ローピングで５ｔｏｎのエレベー
ター巻上機を揚程２００ｍ、又は２：１ローピングで１０ｔｏｎの巻上機を揚程１００ｍ
（２５～３０階程度の建物高さ）までしか揚重することができない。
【００１１】
　従って、上記の汎用ウィンチを使用した場合、上記の特許文献ｌの揚重方法では、１０
～２０階建ての中・高層用エレベーターの巻上機を揚重可能であるが、５０～１００階建
て又はそれ以上の超高層用エレベータでは、ウィンチ能力（揚程と牽引力）が不足し、適
用することができない。
【００１２】
　さらに、上記の特許文献２に開示された２対１ローピングとする揚重方法でも、汎用ウ
インチでは揚重高さ（揚程）に対応できないという不都合が生じていた。
【００１３】
　本発明の目的は、上記不都合に鑑みてなされたものであり、５０～１００階建て或いは
それ以上の超高層エレベーターにおいて、重量物であるエレベーター巻上機を、比較的能
力の小さい汎用の揚重ウィンチを使用して高高所の建物頂部の機械室へ揚重可能とする揚
重方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は上記目的を達成するため、超高層用エレベーターに使用されるエレベーター巻
上機をかご昇降路の最上階機械室に揚重する揚重方法において、超高層用建物の最上階乗
場に揚重ウィンチを設置する工程と、前記揚重ウィンチから引き出され又は巻き取られる
減速ロープを、前記かご昇降路内の側面に設置された方向転換金車を介して、揚重梁に吊
り下げられた定滑車と前記エレベーター巻上機と連動して昇降する動滑車との間で巻き回
して減速ローピングを形成する工程と、前記動滑車と揚重すべき前記エレベーター巻上機
とを長さ方向に分離可能な懸垂ロープで連結する工程と、前記エレベーター巻上機を仮保
持する分割可能な仮保持ロープを前記かご昇降路の頂部から垂下する工程と、前記揚重ウ
ィンチを駆動させて前記懸垂ロープによって前記エレベーター巻上機を中間階まで揚重す
る工程と、前記中間階で前記エレベーター巻上機を前記懸垂ロープから下側の第１の仮保
持ロープに吊り替える工程と、前記第１の仮保持ロープへの吊り替えの状態で前記懸垂ロ
ープのうち下側の第１の懸垂ロープを分離し、前記第１の懸垂ロープの上側の第２の懸垂
ロープに前記エレベーター巻上機を連結して前記エレベーター巻上機を吊り戻す工程と、
前記エレベーター巻上機を吊り戻した後、前記第１の仮保持ロープを取り外し、前記揚重
ウィンチを駆動させて前記懸垂ロープによって前記中間階よりも上の次の中間階まで揚重
する工程と、前記次の中間階で前記エレベーター巻上機を前記第１の懸垂ロープから前記
第１の仮保持ロープの上側の第２の仮保持ロープに吊り替える工程と、前記第２の仮保持
ロープへの吊り替えの状態で前記第２の懸垂ロープを分離し、前記減速ロープ側に前記エ
レベーター巻上機を連結して前記エレベーター巻上機を吊り戻す工程と、前記減速ロープ
側に前記エレベーター巻上機を吊り戻した後、再度前記揚重ウィンチを駆動させて前記エ
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レベーター巻上機を前記機械室まで揚重する工程と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、高価な大型揚重ウィンチを使用せず、また建物の特別な補強も要せず
、廉価で比較的小能力の汎用の揚重ウィンチによって、超高層建築物の高所までエレベー
ター巻上機などの超重量物を揚重することができる。
【００１６】
　さらに、懸垂ロープの揚重段数を増やせば５００ｍ又は８００ｍの超超高層建物でも特
殊な揚重ウィンチを使用することなく、また建物の補強をすることなく、超重量物である
エレベーター巻上機を高高所の機械室まで揚重することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態に係る超高層用エレベーター用の巻上機揚重方法に関する概念
を示す構成図である。
【図２】本実施形態に係る巻上機揚重方法における重量貨物（エレベーター巻上機）の揚
重方法の概要を図解する構成図である。
【図３】本実施形態に係る巻上機揚重方法によってエレベーター巻上機を揚程の１／３揚
重時の中間階１まで揚重する構成図である。
【図４】本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の１／３揚重時における第１の荷取
りロープと第１の仮保持ロープとを連結する説明図である。
【図５】本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の１／３揚重時における第１の仮保
持ロープにエレベーター巻上機の荷重を移動する説明図である。
【図６】本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の１／３揚重時における第１の荷取
りロープにエレベーター巻上機の荷重を移動完了する説明図である。
【図７】本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の１／３揚重時における第１の懸垂
ロープを取り外しする説明図である。
【図８】本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の１／３揚重時における第２の懸垂
ロープと第２の荷取りロープとを連結する説明図である。
【図９】本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の１／３揚重時における第２の懸垂
ロープにエレベーター巻上機の荷重を移動完了する説明図である。
【図１０】本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の１／３揚重時における第１の荷
取りロープを第１の仮保持ロープから取り外しする説明図である。
【図１１】本実施形態に係る巻上機揚重方法による中間階２までの揚程の２／３揚重時に
おける第１の荷取りロープと第２の仮保持ロープとを連結する説明図である。
【図１２】本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の２／３揚重時における第２の仮
保持ロープにエレベーター巻上機の荷重を移動する説明図である。
【図１３】本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の２／３揚重時における第２の懸
垂ロープを第２の荷取りロープから取り外しする説明図である。
【図１４】本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の２／３揚重時における第２の荷
取りロープを動滑車に直接に連結する説明図である。
【図１５】本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の２／３揚重時における動滑車に
エレベーター巻上機の荷重を移動完了する説明図である。
【図１６】本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の２／３揚重時における第１の荷
取りロープを第２の仮保持ロープから取り外しする説明図である。
【図１７】本実施形態に係る巻上機揚重方法によってエレベーター巻上機を機械室にまで
揚重する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の実施形態に係る超高層用エレベーター用の巻上機揚重方法について、巻上機の
揚重の構成概念と揚重方法の概要を図１と図２を参照しながら説明する。図１は本発明の
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実施形態に係る超高層用エレベーター用の巻上機揚重方法に関する概念を示す構成図であ
り、図２は本実施形態に係る巻上機揚重方法における重量貨物（エレベーター巻上機）の
揚重方法の概要を図解する構成図である。
【００１９】
  図１と図２において、１はエレベーターホール１階、２はエレベーターホール中間階１
（下層階）、３はエレベーターホール中間階２（上層階）、４はエレベーターホール最上
階（最上階）、５は楊程Ｈ、６は楊程Ｈの１／３、７はエレベータシャフト（昇降路又は
塔内）、８はピット（昇降路底部）、９は機械室（昇降路頂部）、１０は揚重梁（Ｈ形鋼
又はコンクリート梁）、１１はピット仮受け構台、１２は揚重用巻上機（揚重ウィンチ）
、１３は方向転換金車、１４は定滑車、１５は動滑車、１６は牽引（巻き上げ）ロープ、
１７は減速ロープ（３：１減速ロープ）、１８は第１の懸垂ロープ、１９は第２の懸垂ロ
ープ、２０は第１の仮保持ロープ、２１は第２の仮保持ロープ、２２は玉掛けロープ、２
３は揚重貨物（エレベーター巻上機）、２４は第１の荷取りロープ、２５は第２の荷取り
ロープ、２６は引き鉤棒、をそれぞれ表す。
【００２０】
  重量物である揚重貨物（エレベーター巻上機）２３は、エレベーターホール最上階４に
設置した汎用の揚重用巻上機（揚重ウィンチ）１２によって、エレベーターホール１階１
からエレベーター塔内（昇降路）７を経由して建物頂部（昇降路頂部）に設けられたエレ
ベーター機械室９まで揚重されて設置される。ここで、汎用の揚重ウィンチ１２は予め最
上階４の乗り場に設置しておく。さらに、揚重ウィンチ１２から引き出された牽引ロープ
１６及び減速ロープ１７を定滑車１４と動滑車１５との間で巻き回して減速ローピングを
形成しておく。
【００２１】
  図１は本実施形態に係る巻上機揚重方法の概念構成を示すものであり、巻上機揚重方法
の主たる基本的構成は、揚重梁１０（図２を参照）に吊り下げられた定滑車１４と、エレ
ベーター巻上機２３と連動して昇降する動滑車１５と、定滑車１４と動滑車１５とに巻き
回された牽引ロープ１６及び減速ロープ１７と、牽引ロープ１６及び減速ロープ１７を牽
引する揚重用巻上機（揚重ウィンチ）１２と、動滑車１５に吊り下げられたエレベーター
巻上機２３と、を備えている。
【００２２】
　図２に示すエレベータシャフト（塔内）７の全体断面図において、本実施形態は、重量
物である揚重貨物（エレベーター巻上機）２３を、最上階エレベーターホール４に設置し
た汎用の揚重用巻上機（揚重ウィンチ）１３を用いて、エレベーターホール１階１からエ
レベーター塔内７を経由して建物頂部（昇降路頂部）にあるエレベーター機械室９まで揚
重するものである。
【００２３】
　揚重に際して、例えば１：１ローピングで牽引力が５ｔｏｎ、ロープ巻き取り量が２０
０ｍの汎用の揚重ウィンチ１２を用いて、１５ｔｏｎ未満の貨物を２００ｍの高高所の機
械室９に揚重しようとする場合に、揚重ウィンチ１２の牽引力が不足するため、図２に示
すローピング１７を滑車を使って３：１に減速（揚重力は増大）しなければ必要揚重力（
１５ｔｏｎ）が得られない。しかし、ローピング１７を３：１に減速すると揚程が１／３
（６７ｍ）に減少してしまい、２００ｍの高さまで揚重出来ない。
【００２４】
　そこで、本実施形態では、揚重の高さを補うために、図２の動滑車１５に対して、長さ
が揚重ウィンチ１２の巻き取り量２００ｍの１／３（６７ｍ）の第１と第２の懸垂ロープ
１８，１９を２本直列接続し、これらの懸垂ロープ１８，１９の下端を貨物（エレベータ
ー巻上機２３）に接続している。
【００２５】
　このとき、懸垂ロープ１８，１９は、４０φの太い（破断係数９７ｔｏｎ、安全係数６
）を使用しても良いが、１本の重量が非常に重くなり、取り扱いが非常に困難になるので
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同じ破断力になるような２０φ程度の中太のものを複数本並列にして垂下すると作業が容
易になる。
【００２６】
　また、揚重ウィンチ１２による巻取り後の貨物（エレベーター巻上機２３）吊り替えの
ために（中間階１である下層階２と中間階２である上層階３とでそれぞれエレベーター巻
上機２３を吊り替えるために（詳細は後述））、予め貨物（エレベーター巻上機２３）側
に第１の荷取りロープ２４と第２の荷取りロープ２５を取り付けておく。具体的な構成と
して、第１と第２の荷取りロープ２４，２５をエレベーター巻上機２３の玉掛けロープ２
２に連結させておく。
【００２７】
　さらに、揚重ウィンチ１２の稼働で牽引ロープ１６及び減速ロープ１７による巻取り後
の貨物（エレベーター巻上機２３）を下層階２と上層階３とで吊り替えるときに必要なも
のとして、昇降路７の頂部に位置する機械室９の天井部の揚重梁１０に、１本の長さが揚
程２００ｍの１／３の６７ｍとなる第１の仮保持ロープ２０と第２の仮保持ロープ２１を
直列接続して分割可能に取り付けておく。ここで、第１と第２の仮保持ロープ２０，２１
の予めの垂下作業には図示しない小型ウィンチ等を用いて行う。
【００２８】
　本実施形態では、汎用の揚重ウィンチ１２を用いて、重量物であるエレベーター巻上機
２３を長大な揚程５の高高位置まで揚重する超高層用エレベーターの巻上機揚重方法を提
供するものであって、動滑車１５とエレベーター巻上機２３とを連結する第１の懸垂ロー
プ１８と第２の懸垂ロープ１９（図２を参照）を分離可能にする工程と構成と、図２に示
す中間階１（下層階２）と中間階２（上層階３）においてエレベーター巻上機２３を吊り
替える吊り替え工程と構成とに、主たる特徴を有するものである。本実施形態における上
記特徴に関する揚重方法について順を追って以下説明する。
【００２９】
  次に、本発明の実施形態に係る巻上機揚重方法によって、エレベーター巻上機２３をエ
レベーターホール中間階１である下層階２まで揚重する工程について、図３～図１０を参
照しながら以下説明する。
【００３０】
　ここで、図３は本実施形態に係る巻上機揚重方法によってエレベーター巻上機を揚程の
１／３揚重時の中間階１まで揚重する構成図であり、図４は本実施形態に係る巻上機揚重
方法による揚程の１／３揚重時における第１の荷取りロープと第１の仮保持ロープとを連
結する説明図であり、図５は本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の１／３揚重時
における第１の仮保持ロープにエレベーター巻上機の荷重を移動する説明図である。
【００３１】
　図６は本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の１／３揚重時における第１の荷取
りロープにエレベーター巻上機の荷重を移動完了する説明図であり、図７は本実施形態に
係る巻上機揚重方法による揚程の１／３揚重時における第１の懸垂ロープを取り外しする
説明図であり、図８は本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の１／３揚重時におけ
る第２の懸垂ロープと第２の荷取りロープとを連結する説明図である。
【００３２】
　図９は本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の１／３揚重時における第２の懸垂
ロープにエレベーター巻上機の荷重を移動完了する説明図であり、図１０は本実施形態に
係る巻上機揚重方法による揚程の１／３揚重時における第１の荷取りロープを第１の仮保
持ロープから取り外しする説明図である。
【００３３】
  まず、図２に示すように、第１と第２の仮保持ロープ２０，２１を揚重梁１０に直列接
続して吊り下げておく。さらに、動滑車１５に第１と第２の懸垂ロープ１８，１９を直列
接続して吊り下げて、第１の懸垂ロープ１８の下部を玉掛けロープ２２に連結した状態に
おいて、揚重ウィンチ１２を駆動し、牽引ロープ１６及び減速ロープ１７を揚重ウィンチ
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１２のウィンチドラムに２００ｍ全量を巻き取れば、エレベーター巻上機２３はエレベー
ターホール中間階（下層階）１まで揚重することができる（図３の図示構造を参照）。
【００３４】
　エレベーターホール中間階１である下層階２までエレベーター巻上機２３を揚重できた
ときに、エレベーターホール側から引き鉤棒２６を使用して、第１の荷取りロープ２４と
第１の仮保持ロープ２０とを手繰り寄せ、不図示のシャックルを用いて両ロープ２０，２
４を連結する（図４の図示構造を参照）。
【００３５】
　ここで、シャックル（ｓｈａｃｋｌｅ）とは、Ｕ字金具と棒金具からなるロープを連結
する連結金具であり、連結すべきロープの先にループを形成してこのループにＵ字金具を
通した後にその開口部を棒金具で閉じることによって両ロープを連結するものである。
【００３６】
  シャックルによって第１の荷取りロープ２４と第１の仮保持ロープ２０とを連結した後
に、揚重ウィンチ１２を０．５～１ｍほど巻き戻してエレベーター巻上機２３を吊り下ろ
せば、エレベーター巻上機２３の荷重は、第１の懸垂ロープ１８側から第１の仮保持ロー
プ２０側に移動して吊り替えられて仮保持された状態になる（図５と図６の図示構造を参
照）。
【００３７】
　続いて、揚重ウィンチ１２を逆回転させて索引ロープ１６及び減速ロープ１７を巻き戻
しながら第１の懸垂ロープ１８を垂下させていき、この垂下していく第１の懸垂ロープ１
８を中間階１のエレベーターホール上で順次、巻き取って回収する（図７の図示構造を参
照）。すなわち、第２の懸垂ロープ１９に直列接続された第１の懸垂ロープ１８を第２の
懸垂ロープ１９から取り外して回収する。
【００３８】
　そして、第１の懸垂ロープ１８を回収し終わったら、引き鉤棒２６で第２の荷取りロー
プ２５と第２の懸垂ロープ１９とを手繰り寄せて、両ロープ２５，１９を連結する（図８
の図示構造を参照）。この連結状態において揚重ウィンチ１２を０．５～１ｍ巻き上げれ
ば、エレベーター巻上機２３の荷重は、再び、第１の仮保持ロープ２０側から第２の懸垂
ロープ１９側に移動して、第２の懸垂ロープ１９側にエレベーター巻上機２３が吊り戻さ
れた状態となる（図９の図示構造を参照）。
【００３９】
　ここで、さらに引き鉤棒２６を使用して、第１の荷取りロープ２４と第１の仮保持ロー
プ２０を手繰り寄せて、両ロープ２４，２０を分離する（図１０の図示構造を参照）。
【００４０】
  次に、本発明の実施形態に係る巻上機揚重方法によって、エレベーター巻上機２３をエ
レベーターホール中間階２である上層階３まで揚重する工程について、図１１～図１６を
参照しながら以下説明する。
【００４１】
　ここで、図１１は本実施形態に係る巻上機揚重方法による中間階２までの揚程の２／３
揚重時における第１の荷取りロープと第２の仮保持ロープとを連結する説明図であり、図
１２は本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の２／３揚重時における第２の仮保持
ロープにエレベーター巻上機の荷重を移動する説明図であり、図１３は本実施形態に係る
巻上機揚重方法による揚程の２／３揚重時における第２の懸垂ロープを第２の荷取りロー
プから取り外しする説明図である。
【００４２】
　図１４は本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の２／３揚重時における第２の荷
取りロープを動滑車に直接に連結する説明図であり、図１５は本実施形態に係る巻上機揚
重方法による揚程の２／３揚重時における動滑車にエレベーター巻上機の荷重を移動完了
する説明図であり、図１６は本実施形態に係る巻上機揚重方法による揚程の２／３揚重時
における第１の荷取りロープを第２の仮保持ロープから取り外しする説明図である。
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【００４３】
 図１０に示す揚程の１／３揚重時における第２の懸垂ロープ１９と第２の荷取りロープ
１５によるエレベーター巻上機２３の吊り下げ状態で揚重ウィンチ１２を巻き上げれば、
エレベーター巻上機２３は、図１１の図示構造に示すように、上層階３である中間階２ま
で揚重される。
【００４４】
　中間階２まで揚重できたときに、中間階２のエレベーターホール側から引き鉤棒２６を
使用して、第１の荷取りロープ２４と第２の仮保持ロープ２１とを手繰り寄せて、上述し
た図４の説明と同様に、シャックルを用いて両ロープ２４，２１を連結する（図１１の図
示構造を参照）。
【００４５】
　両ロープ２４，２１の連結後、揚重ウィンチ１２を０．５～１ｍ巻き戻し、揚重貨物で
あるエレベーター巻上機２３を吊り下ろせば、エレベーター巻上機２３の荷重は、第２の
仮保持ロープ２１側に移動して吊り替えられた状態になる（図１２の図示構造を参照）。
【００４６】
　続いて、揚重ウィンチ１２を逆回転させて牽引ロープ１６及び減速ロープ１７を巻き戻
しながら第２の懸垂ロープ１９を垂下させていき、この垂下していく第２の懸垂ロープ１
９を中間階２のエレベーターホール上で順次巻き取って回収する（図１３の図示構造を参
照）。すなわち、動滑車１５に接続された第２の懸垂ロープ１９を動滑車１５から取り外
して回収する。
【００４７】
　そして、第２の懸垂ロープ１９を回収し終わったら、引き鉤棒２６を使用して、第２の
荷取りロープ２５と動滑車１５とを手繰り寄せて両者を連結する（図１４の図示構造を参
照）。この連結した状態で揚重ウィンチ１２を０．５～１ｍ巻き上げれば、エレベーター
巻上機２３の荷重は、第２の荷取りロープ２５を介して再び動滑車１５側に移動して、動
滑車１５側にエレベーター巻上機２３が吊り戻された状態となる（図１５の図示構造を参
照）。
【００４８】
　ここで、図１６の図示構造に示すように、さらに引き鉤棒２６を使用して、第１の荷取
りロープ２４と第２の仮保持ロープ２１を手繰り寄せて両者を分離する。
【００４９】
　次に、本発明の実施形態に係る巻上機揚重方法によって、エレベーター巻上機２３を建
物頂部の機械室９まで揚重する工程について、図１７を参照しながら以下説明する。図１
７は本実施形態に係る巻上機揚重方法によってエレベーター巻上機を機械室にまで揚重す
る説明図である。
【００５０】
  図１６に示すように、上層階３である中間階２で吊り下げられた状態において、揚重ウ
ィンチ１２を巻き上げれば、エレベーター巻上機２３は、図１７の図示構造に示すように
昇降路７の頂部に位置する機械室９まで揚重され、エレベーター巻上機２３の揚重方法が
完了する。
【００５１】
　以上説明したように、本発明の実施形態に係る巻上機揚重方法によれば、複数に分離可
能な懸垂ロープ１８，１９を使用して巻上機２３を揚重するとともに、中間階１（下層階
２）と中間階２（上層階３）とにおいて、揚重梁１０に吊り下げられた分割可能な第１と
第２の仮保持ロープ２０，２１に仮保持して、その仮保持状態で分離可能な懸垂ロープの
一部である下部の懸垂ロープ１８を取り外して、より上部の懸垂ロープ１９にエレベータ
ー巻上機２３に連結し、再度揚重する巻上機の揚重方法としたため、比較的能力の小さい
汎用の揚重ウィンチ１２を使用しても、超重量物であるエレベーター巻上機２３を高高所
の建物頂部へ揚重可能である。
【００５２】
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　さらに、揚重に際して、懸垂ロープの分離段数を増やせば５００ｍ又は８００ｍの超超
高層建物でも特殊能力の揚重ウィンチを使用することなく、また建築物の補強をすること
なく、超重量物であるエレベーターの巻上機を高高所の機械室まで揚重することが可能と
なる。
【符号の説明】
【００５３】
　１　エレベーターホール１階
　２　エレベーターホール中間階１（下層階）
　３　エレベーターホール中間階２（上層階）
　４　エレベーターホール最上階（最上階）
　５　楊程Ｈ
　６　楊程の１／３
　７　エレベータシャフト（昇降路又は塔内）
　８　ピット（昇降路底部）
　９　機械室（昇降路頂部）
　１０　揚重梁（Ｈ形鋼又はコンクリート梁）
　１１　ピット仮受け構台
　１２　揚重用巻上機（揚重ウィンチ）
　１３　方向転換金車
　１４　定滑車
　１５　動滑車
　１６　牽引（巻き上げ）ロープ
　１７　３：１減速ロープ
　１８　第１の懸垂ロープ
　１９　第２の懸垂ロープ
　２０　第１の仮保持ロープ
　２１　第２の仮保持ロープ
　２２　玉掛けロープ
　２３　揚重貨物（エレベーター巻上機）
　２４　第１の荷取りロープ
　２５　第２の荷取りロープ
　２６　引き鉤棒
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